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 ６月22日に地域主権戦略大綱（以下「大綱」と呼ぶ）が閣議決定され、義務付け・枠付

けの見直し、都道府県から基礎自治体への権限移譲、国の地方出先機関の見直しとともに、

一括交付金の骨子が示された。一括交付金は2009年の衆議院選マニフェストや政策集にお

いて、ひも付き補助金に代わる制度として提起され、「大綱」によって制度化へ向けた具

体的道筋が拓かれるかたちとなった。 

 国庫補助負担金（以下「補助金等」と呼ぶ）のあり方をめぐっては、90年代以降に限っ

て見ても、第一・二次地方分権推進計画（1998、1999）や三位一体改革（2004～06）に基

づく補助金の整理合理化、一般財源化などが行われてきたが、一括交付金というかたちで

の制度化へ向けた議論に至ったのは初めてのことである。 

 「大綱」のなかでも地方自治体にとって注目度の高い一括交付金。果たしてそれは財政

の自治に資する制度となりうるのだろうか。「大綱」の骨子を中心にその内容を検証した

上で、さらに現行の地方財政制度における同交付金の問題点を明らかにする。 

 

 

 1. 経 過 

 

(１) 民主党衆議院マニフェスト 

   一括交付金の制度化議論の直接的な端緒となった2009年衆議院選マニフェストでは、

「地域主権」の一環として、社会保障・義務教育を除く、国のひも付き補助金を廃止

し、地方が自由に使える「一括交付金」に転換するとしている。厳密にみると総論で

は一括交付金ではなく「自主財源」としており、各論において「一括交付金」として

いる。自主財源というのは地方税や地方譲与税、使用料手数料など、自ら賦課徴収で

きる財源であり、一括交付金は国から移譲される限りは依存財源である。財源の使途

の自由度をいうのであれば一般財源と表現すべきである。 
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   また、マニフェストに先んじてまとめられた政策集「INDEX2009」では、「ひも

つき補助金廃止法」を成立させ、補助金等を全廃して一括交付金とし、その上で義務

教育および社会保障については必要額を確保し、公共事業関連については財政力の弱

い自治体に手厚く配分する格差是正機能を持たせるとしている。そのほか、補助金等

の全廃にともなう関連経費を大幅に削減し、財政健全化につなげるという行革効果も

目指している。また、今後の検討課題として地方交付税制度との統合等の可能性にも

言及している。 

   全体としてみると補助金等の特定財源の縛りを一括化によって解消するという点は

明確であるが、一括交付金をいかなる性格の財源として地方財政に位置づけるかにつ

いては、確固たるビジョンがないように思われる。 

   ところで、民主党は旧党時代も含めて補助金等の一括化を政策として提示している

が、その変遷をみると一括交付金の制度が、その時々の時代背景に呼応して変化して

いることがわかる。 

   たとえば1998年の「全治３年日本経済再建プログラム」では、当時の橋本行革を背

景に1990年代半ばの景気対策にともなう公共事業の肥大化を批判し、公共事業の補助

金改革に言及している。そこでは、国の役割を真にナショナルミニマムの維持に限定

して、これを上回る事業の補助金等については一般財源化や包括補助金化をはかると

しており、包括補助金についてはアメリカのブロックグラント（統合補助金）をイ

メージし、公共事業関連予算の４兆円程度を対象としている。 

   2003～05年度の菅および岡田党首時代の衆議院・参議院マニフェストでは、当時の

三位一体改革を意識してか、補助金見直しの範囲を広げ、税源移譲を含む一般財源化

を強調している。 

   2005年衆議院選マニフェスト（岡田党首）では、一括交付金化と税源移譲の二段階

に分かれ、第一段階では国の補助金約20兆円のうち、18兆円を３年以内に廃止し、こ

のうち5.5兆円を税源移譲、12.5兆円を「教育」「社会保障」「農業・環境」「地域

経済」「その他」５つのブロックからなる一括交付金とする。さらに第二段階では一

括交付金について税源移譲を進めるとしている。この時期のマニフェストでは一括交

付金を税源移譲の経過措置として、金額も含めもっとも明確に提示していた。 

   これに対し2007年参議院選マニフェスト（小沢党首）では、ポスト小泉改革の政策

が求められるなかで、従来の改革重視（脱官僚宣言、日本刷新等）のスローガンから

「国民の生活が第一」という国民生活に密着した政策（年金、子ども手当、戸別所得
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補償制度等）がより強く打ち出されている。このなかで地方分権については、国と地

方の役割分担を明確にして、基礎自治体への権限移譲を進め「地域のことは地域で決

める『分権国家』」を目指すとしている。さらに分権国家の基礎となる自治体のあり

方として、将来的な300自治体構想を打ち出している。 

   一括交付金については、「個別補助金は基本的に全廃し、地方固有の財源を保証」

するとしているが、具体的な金額や税源移譲などについては言及されておらず、従来

の内容に比べて財政の分権は抽象度が高く、後退した表現になっている。 

   以上のように、これまでの民主党の政策における一括交付金の考え方をみると、

2009年マニフェストは、税源移譲を明示していない点では2007年に近いものと見なす

ことができる。ただし、後にみる「大綱」では、過去の民主党が提示している考え方

が一部反映されている部分もあり、今回の改革の到達点が明確ではない。 

 

(２) 地方分権改革推進委員会第４次勧告 

   自民党時代に創設された地方分権改革推進委員会は、第３次、第４次勧告を提出す

る最終段階において政権交代に直面し、新政権の政策方針を反映せざるを得なくなっ

た。なかでも税財政改革に関する第４次勧告では、公式な審議の俎上に載らなかった

一括交付金について「留意点」として言及している。そこでは財政の分権から、一括

交付金を一定程度評価をした上で、制度設計においては地方の意見を踏まえること。

必要な総額を確保すること。配分については客観的基準が望ましいが、従来の継続事

業に支障を来さないように配慮すること。財政力の弱い自治体への財政調整的機能を

付与することが指摘されている。ただし、これらは先に紹介した「INDEX2009」の

内容をほぼ踏襲しており、一括交付金における委員会独自の考え方は示されていない。 

 

(３) 地域主権戦略会議での検討 

   一括交付金の制度化へ向けて実質的な検討が行われたのは、2009年11月17日の閣議

決定により創設された地域主権戦略会議（以下「戦略会議」と呼ぶ）においてである。 

   いわゆる「地域主権」を一丁目一番地と称して、地方自治の改革を重視した鳩山政

権は、同会議を改革議論の中軸に据え、議長に鳩山首相、副議長には原口総務大臣

（兼内閣府特命担当大臣）、構成員には菅副首相、藤井財務大臣、平野官房長官など

主要閣僚が顔を揃えたほか、学識経験者として北川正恭氏（早稲田大学大学院教授）、

小早川光郎氏（東京大学大学院教授）、神野直彦氏（関西学院大学教授）、自治体関



 

－ 4 － 

●
－自治総研通巻384号 2010年10月号－●

 

係者として上田清司埼玉県知事、北橋健治北九州市長、橋下徹大阪府知事が就任

した(１)。 

   第１回会議（12月14日）では、原口総務大臣から向こう５年間にわたる改革の工程

表（原口プラン）が提示され、これに沿って各種改革の議論や法制化を進めることに

なった。工程表は2010年夏までの第１フェーズにおいて改革の芽だしや方向を定め、

第２フェーズ以降、本格的な制度化を図る二段階に分かれている。一括交付金につい

ては2010年夏に策定される地域主権戦略大綱で、基本的な考え方を示し、年度末の法

制化を目指すこととなった。 

   本格的な検討は第２回から第６回にわたり行われ(２)、義務付け枠付けの見直し、

基礎自治体への権限移譲、出先機関改革、ひも付き補助金の一括交付金化の４つの改

革について、各論点整理を行うワーキンググループを設置し、会議メンバーから指名

された各担当主査を中心に課題別の報告を毎回行い、これをもとに議論がなされた。 

   一括交付金については神野氏が担当することとなり、第３回では各省ヒアリングの

結果、第４回では地方ヒアリングの結果、第５回では海外の補助金の事例報告および

一括交付金の神野試案、第６回では同試案に基づく政府案骨子の提示という流れで進

められた。 

   第３回の各省ヒアリングでは総務省を除き原則反対。第４回の地方３団体からのヒ

アリングでは、地方の自由度を拡大する意義から総論として賛成であるが、総額や配

分方法などの各論では制度導入に対する懸念や団体間の意見の相違がみられた。第５

回の海外の事例では、イギリスの「地域一括交付金（Area Based Grant）」、フラン

スの「地域整備事業総合交付金（Dotation Globale D'équipement）」、アメリカの「コ

ミュニティ開発包括補助金（Community Development Block Grant）」などの包括補助

                                                                                 

(１) 当時の記者会見（12月14日）によれば、人選に際して政治の常識を打破する取り組みや考え

方をもっていること。国民運動につなげるような説得力があること。これまでの分権改革の知

見を引き継げることという３つの基準を据えていた。誰が中心的役割を担ったのかは明らかで

はないが、少なくとも橋下人事については、原口大臣がかかわっている。（朝日新聞東京朝刊

2010年１月28日） 

(２) ２回目以降の会議の日程は以下の通りであった。 

    第２回 2010年３月３日 

    第３回    ３月31日 

    第４回    ４月27日 

    第５回    ５月24日 

    第６回    ６月21日 
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金制度が調査報告として示された(３)。いずれも従来の特定補助金を集約してある基

準で配分するものであり、一括交付金の検討をする上での参考事例として紹介された

が、あくまで包括補助金の制度を中心とした調査で、その背景となる各国の地方行財

政制度との関係は検討されておらず、その意義には疑問が残る。ちなみに会議におい

ても神野主査から各国制度の簡単な紹介にとどまり、質疑も含めメンバー間で議論さ

れることはなかった。 

   続いて神野主査から試案が示され、その内容は民主党マニフェストを踏まえつつも、

さらに踏み込んだ内容となった。 

   まず、一括交付金の目的について、国から地方へのひも付き補助金を廃止し、地方

が自由に使える財源とする方針のもと補助金等を改革する。その際、地域が自己決定

できる財源としてデザインされることを提起している。 

   その対象範囲については、現金給付は国、サービス給付は地方という原則に基づき、

その範囲を最大限広くとる。また、マニフェストで除外対象とされている社会保障・

義務教育関連についても保険・現金給付に対するものに限定して対象外とし、その他

は対象とする。 

   補助金等の括り方についても各府省の枠を超えてできる限り大きいブロックとし、

                                                                                 

(３) 2008年度に創設されたイギリスの地域一括交付金は、従来の各省庁の経常勘定（日本の経常

経費に相当）の特定補助金を統合し、経常的な経費の範囲で自由に使えるもので、総額は統合

前の補助金ごとに積算した上で合算し、配分については統合前の補助金ごとに設定された配分

基準に基づいた額を合算する。国の関与は、事前に達成すべき政策目標を国と自治体間で締結

し、事後的に監査委員会（The Audit Commission）が第三者評価機関としてその達成状況を検証

する。（Communities and Local Government "Area Based Grant General guidance 2008" 参照） 

   1983年に創設されたフランスの地域整備事業総合交付金は、従来の資本勘定（日本の投資的

経費に相当）の地域整備事業関連の特定補助金を統合したもので、地域整備関連の事業の範囲

で自由に使えるもので、総額は前年度の総額にＧＤＰの公的資本形成の伸び率を乗じて算出し、

配分は県（department）については前年度実績見込みに補助率を乗じたもの、市町村（commune）

については人口や道路延長等の客観的指標に基づき配分額を決定した上で、県単位の市町村長

等による委員会の意見を踏まえて交付される。国の関与は、事前の対象事業の適格性や事後の

実施状況の検証が行われるが、比較的関与の程度は緩い。（青木宗明『フランスの地方財政調

整：財源保障と財政調整』自治体国際化協会、2007年３月30日 参照） 

   1974年に創設されたアメリカのコミュニティ開発包括補助金は、当時の都市開発関連の特定

補助金を統合したもので、一般補助金ではなく、あくまで都市開発関連の補助金にとどまる。

総額は連邦の予算に基づき決定し、配分については人口、貧困度、住宅密集度などの指標に基

づき交付される。国（連邦）の関与は所管庁である住宅・都市開発省が各自治体の事業計画を

事前に審査する。（戦略会議 第５回会議資料参照） 
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その使途はできる限り自由とする。また、ブロックの範囲は段階的に広げ、投資関連

については早期に一本化する。 

   総額および配分決定は地方の安定的な財政運営に配慮しつつ、総額については対象

となる補助金等の必要額により決定し、配分については条件不利地域や自治体ごとの

事業の変動などに配慮しつつ、自治体の事業計画に基づく配分と客観的指標による配

分を併用し、段階的に後者の比重を拡大する。 

   国の関与については、事前関与を見直し、事務の簡素化とともに事後評価を充実さ

せる。 

   実施に際しては投資にかかる補助金、交付金等については2011（平成23）年度より、

経常的な補助金、交付金等については2012（平成24）年度より段階的に実施する。ま

た、同時に経常的な国庫負担金についてもそのあり方について検証する。なお、制度

設計にあたっては、国と地方の協議の場等において協議する。 

   以上のような試案については、会議では地方側のメンバーを含め、ほぼ全面的な了

承を得ることとなり、これに基づき「大綱」において一括交付金の骨子案が盛り込ま

れ、第６回会議を経て(４)、翌日22日の閣議決定に至った。 

   なお、21日の会議終了後、「大綱」についての国と地方の協議が開催されたが、政

府側からの内容説明と六団体からの手短な意見表明で、わずか30分という短時間に終

わった。「大綱」は、まさに地方自治体にとって重要な案件であるにもかかわらず、

こうした「話を通す」ような会議の開催は、法制化前とはいえ、あまりにも制度を看

過している。 

 

(４) 「大綱」決定後の動向 

  ◆来年度概算要求 

    さて、大綱における一括交付金の導入スケジュールに沿って、政府は制度の具体

化へ向けた作業を進める。その試金石ともいえるのが来年度予算であるが、政府は

概算要求段階での反映は断念し(５)、予算編成段階で検討することになり、戦略会

議において９月下旬から検討を始め、年末までに一括対象となる投資関連の補助金

                                                                                 

(４) 上田議員からは自治体を経由せずに民間に直接交付される「空飛ぶ補助金」について問題提

起があった。 

(５) 日経新聞朝刊2010年８月13日 
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をリストアップし、総額や配分方法を決定する見通しである(６)。 

  ◆民主党代表選 

    菅・小沢対決となった民主党代表選（９月14日投票）では、一括交付金問題が予

想以上に大きな争点となった。菅氏が「大綱」に沿って粛々と進めるという無難な

主張をするのに対し(７)、小沢氏はマニフェストの実現へ向けた財源確保の脈絡で、

一括交付金化により従来の補助金等の大幅な削減が可能と述べ、具体例として５兆

円以上の予算が３兆円で済むといった発言がされた(８)。 

    このような論戦を機に一括交付金による財源捻出論、削減論が注目され、自治体

首長や地方六団体などがこうした発言に懸念を表明する一方で、菅支持、小沢支持

の閣僚が弁明や批判を展開するなど、交付金問題が政争の具と化してしまった。 

    たとえば原口総務大臣は記者会見（９月３日）で、小沢氏の一括交付金の大幅削

減についての記者質問に対し「一括交付金化したから、即その量を減らすというこ

とになれば、そのことをおっしゃっているのではないというふうに考えていま

す。」と擁護している。 

    一方、玄葉公務員制度改革担当大臣は小沢発言を批判しつつ、持論である一括交

付金の１～２割の削減可能性を金額も合わせて表明するなど(９)、いつのまにか一

括交付金の削減の可否が議論の中心となってしまった。 

    一括交付金の具体像が決定しないまま、削減議論が政府閣僚からなされるのは、

その是非にかかわらず、今後の制度設計の先行きを懸念せざるを得ない。 

 

 

 2. 一括交付金の骨子の検証【資料１－１・２】 

 

 地域主権戦略大綱では一括交付金の基本的考え方が３ページにわたり記述されている。

以下では個別項目について、神野試案と比較しながら詳細に検証を加える。なお、文中の

下線は試案に対し骨子で加筆修正された箇所、波線は試案から削除された箇所である。 

                                                                                 

(６) 神奈川新聞朝刊2010年８月14日 

(７) そもそも、一括交付金化による歳出削減は菅総理が財務大臣時代に述べていたもので、自治

体関係者の見解を引用して、２割程度可能としていた。（時事通信2010年２月25日） 

(８) 時事通信2010年９月１日 

(９) 時事通信2010年９月７日 
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(１) 趣 旨 

  【目的】 

 

大   綱 試   案 

地域のことは地域が決める「地域主権」

を確立するため、国から地方への「ひも

付き補助金」を廃止し、基本的に地方が

自由に使える一括交付金にするとの方針

の下、現行の補助金、交付金等を改革す

る 

同 左 

 

   目的は試案をそのまま引用している。「地方が自由に使える一括交付金にするとの

方針」というのは、マニフェストの「自主財源」という考え方よりもむしろ「政策

集」の文言を受けている。ただし、政策集では補助金等を全廃することを前提として

おり、その点では、補助金等の見直しの範囲を留保している骨子案は、既存の補助金

等の存在を認めた上での改革を目指すという点でマニフェストからは後退した表現と

なっている。 

  【原則】 

 

大   綱 試   案 

こうした目的からして一括交付金は、各

府省の枠にとらわれず、ブロックの政策

目的の範囲で、いかなる政策にどれだけ

の予算を投入し、どのような地域を目指

すのかを、住民自身が考え、決めること

ができるよう、デザインされなければな

らない。これにより、地域の知恵や創意

が生かされるとともに、効率的・効果的

に財源を活用することが可能となる 

こうした目的からして一括交付金は、い

かなる政策にどれだけの予算を投入し、

どのような地域を目指すのかを、住民自

身が考え、決めることができるよう、地

域が「自己決定できる財源」としてデザ

インされなければならない。これによ

り、地域の知恵や創意が生かされるとと

もに、効率的・効果的に財源を活用する

ことが可能となる 

 

   これは一括交付金の性格を決定づける重要な原則であり、骨子案では試案にはない

「各府省の枠にとらわれず、ブロックの政策目的の範囲で」という文言を加筆してい

る。これは一見、各府省のひも付きを外すようにみえるが、「ブロックの政策目的の

範囲で」という条件がついており、国が政策目的を指定することになれば、せいぜい

特定目的の範囲を広げたに過ぎないものと見なすことができる。 

   これに対し、試案では一括交付金を各府省の政策から切り離し、実質的な一般財源

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～～ 
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の性格として位置づけようとしており、骨子における交付金の性格は、より特定財源

に近い性格に後退している。試案にあった「自己決定できる財源」という文言を削除

していることも、一般財源としての性格付けをあえて避けていることがうかがわれ

る(10)。 

  【手順】 

 
大   綱 試   案 

改革に当たっては、地方が円滑に行政

サービスを提供できるよう、十分に配慮

した手順で進めていく必要がある 

同 左 

 

   特に言及する点はないが、国と地方の協議などを通じて制度設計をする必要性が指

摘されている。 

 

(２) 一括交付金の対象範囲 

  【基本的考え方】 

 

大   綱 試   案 

・一括交付金化する「ひも付き補助金」

の対象範囲は、最大限広くとる 

・補助金、交付金等を保険・現金給付、

サービス給付、投資に整理し、地方の

自由裁量拡大に寄与するものを対象と

する 

・同左 

 

・「現金給付は国、サービス給付は地

方」との原則に基づいて対象範囲を整

理する 

 

   二点目の前半の文章は、神野氏が会議で提案した一括の対象範囲の具体的な基準を

明記したものであるが、「地方の自由裁量拡大に寄与するものを対象とする」につい

ては、関係府省および地方ヒアリングを踏まえて修正加筆されたものとみられる。た

だし、自由裁量拡大の適否を誰がどのように判断するのかについては、明らかではな

く場合によってはその範囲が限定される根拠ともなりうる。 

                                                                                 

(10) 神野氏は、７月３日に開催された日本自治学会のシンポジウムで、この文言が国交省の反対

で削除されたことを明かしている。（共同通信2010年７月３日） 
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  【対象範囲の整理方針】 

 

大   綱 試   案 

・社会保障・義務教育関係 ― 「社会保

障・義務教育関係」については、国と

して確実な実施を保障する観点から、

必要な施策の実施が確保される仕組み

を検討するとともに、基本的に、全国

画一的な保険・現金給付に対するもの

や地方の自由裁量拡大に寄与しない義

務的な負担金・補助金等は、一括交付

金化の対象外とする 

・その他 ― 保険・現金給付に対するも

ののほか、一括交付金化の対象としな

いものは、最小限のものに限定する。

具体的には、災害復旧、国家補償的性

格のもの、地方税の代替的性格のも

の、国庫委託金、特定財源が国費の原

資であるもの等に限定する 

・一括交付金化の対象外となる補助金、

交付金等についても、できる限り使途

の拡大や手続の簡素化等に努める 

・社会保障・義務教育関係 ― 民主党マ

ニフェストにおいて「ひも付き補助

金」から除くこととされている「社会

保障・義務教育関係」についても、基

本的に、全国画一的な保険・現金給付

に対するものに限定して、一括交付金

の対象外とする 

 

 

・その他 ― 保険・現金給付に対するも

のの他、一括交付金化の対象としない

ものは、最小限のものに限定する。具

体的には、災害復旧、国家補償的性格

のもの、地方税の代替的性格のもの、

国庫委託金、特定財源が国費の原資で

あるものとする 

・同左 

 

   第一点目は「社会保障・義務教育関係」を、原則として除外する民主党マニフェス

トの考え方を尊重する表現となっており、一括交付金化の方針をとる試案とは異なる

方向を示している。自由裁量拡大についてはすでに述べたように、ヒアリングを踏ま

えているが、保険・現金給付関連に加え、自由裁量拡大に寄与しないという基準は解

釈によって多くの補助金等を一括対象から外すことができる。 

   第二点目以降は試案をほぼそのまま引用しているが、社会保障、義務教育関係以外

の補助金等について「等に限定する」として、一括交付金化の対象外とする基準に含

みを残している。 

  【実施手順】 

 

大   綱 試   案 

・投資に係る補助金・交付金等の一括交

付金化は平成23年度以降段階的に実施

する。経常に係る補助金・交付金等の

同 左 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～～～～～ 



 

－ 11 － 

●
－自治総研通巻384号 2010年10月号－●

大   綱 試   案 

一括交付金化は平成24年度以降段階的

に実施する。これにあわせて、経常

（サービス）に係る国庫負担金の扱い

について検討する 

・一括交付金化の対象となるものであっ

ても、ゼロベースから真に国の政策目

的の緊要性を判断し、限定的に特定補

助金として許容する場合は、３～５年

の期限を設定した上で、期限到来時に

「廃止」又は「一括交付金化」等を判

断する 

 

   実施手順については補助金、交付金等について投資関連を先行させ、段階的に交付

金化を図るとしている。具体的な導入年度が明示されているものの、目標年度が明ら

かではなく進捗状況を計ることは困難である。また、経常のサービス給付にかかる国

庫負担金のあり方についても検討するとしているが、一般的に自由裁量の拡大の余地

が少ないものが多く、いかなる検討を加えるか不明である。 

   なお、この項目では補助金、交付金等、負担金という区分がみられるが、これ自体

明確な定義がなされていないのも問題である。 

 

(３) 一括交付金の制度設計 

  【括り方】 

 

大   綱 試   案 

（基本的考え方） 

・地方の自由度を拡大する観点から、各

府省の枠にとらわれず使えるように

し、できる限り大きいブロックに括る

（実施手順） 

・ブロックごとに使途を自由にする。そ

の上で、ブロックの在り方は、地方の

自由度を拡大する方向で、不断に見直

しを行う 

（基本的考え方） 

・地方の自由度を拡大する観点から、各

府省の枠を超えて、できる限り大きい

ブロックに括る 

（実施手順） 

・できる限り大括りなブロックを設け、

ブロックごとに使途を自由にする。そ

の上で、ブロックは、段階的に更に大

括り化する。投資については早期に一

本化する。 

 

   試案では「各府省の枠を超えて」となっていたものが「各府省の枠にとらわれず使

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～

～～～～～～～～～～ 
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える」となっている。単なる表現の違いのようにみえるが、前者は各府省の枠を前提

としない交付金化を想定しているのに対し、後者は各府省の枠の存在を前提とした上

で、使途を広げるという意味に解釈できる。 

   こうした解釈に基づけば、一括交付金は府省ごとの補助金等を存続させた上で、こ

れらをブロック化し（まとめるということ）、各府省の補助金等の間の使途を弾力化

するといった制度が考えられる。この程度であるならば、既存の縦割り補助金等を一

定の分野で横割りしたに過ぎないということになり、神野試案が想定するような、一

般財源化とは異なる方向を目指している。 

   新聞報道によれば、こうした修正には、大綱を参議院選に間に合わせることを優先

させたため、決定直前に各省庁から猛烈な巻き返しを受けた背景がある(11)。 

   実施手順をみると、試案で記述されているブロック化の範囲の拡大に関する表現が

大幅に後退しており、各府省の枠を超えた一括について消極的な一面がみられる。 

  【地方の自由度拡大と国のかかわり】 

 

大   綱 試   案 

（基本的考え方） 

・地方の自由度を拡大するため、国の箇

所付けの廃止など個別自治体への国の

事前関与を縮小し事後チェックを重視

する観点に立って、手続を抜本的に見

直す。これにより、国・地方双方の事

務の簡素化を図る 

・地方公共団体における事後評価を充実

する 

・国は、一括交付金化の実施状況を点検

し、ＰＤＣＡサイクルを通じて制度の

評価・改善を図る。その際、会計検査

院の検査も活用する 

（基本的考え方） 

・同左 

 

 

 

 

 

・自治体における事後評価を充実する 

 

・国は、一括交付金化の実施状況を点検

し、制度の評価・改善を図る 

 

   国の関与については、試案では地方の自由度を拡大することを柱としていることか

ら、最低限の事後チェックにとどめる考え方であるのに対し、骨子では事後チェック

を重視しつつも、ＰＤＣＡサイクルによる検証や会計検査院の検査の導入などを盛り

込み、執行過程への国の関与を強める内容となっている。 

                                                                                 

(11) 日経新聞朝刊2010年８月13日 
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   国の関与については各府省ヒアリングでの要望を踏まえたものと推察されるが、そ

もそも、一括交付金の目的が財源に関する地方の自由裁量を拡大することであり、ま

た、対象となる補助金等を同様の基準で選択するという趣旨からすれば、事後的関与

を強めることは矛盾している。 

  【配分・総額】 

 

大   綱 試   案 

（基本的考え方） 

・地方の安定的な財政運営に十分配慮す

るとともに、効率的・効果的な財源の

活用を図る 

・配分については、地方の事業ニーズを

踏まえるとともに、国の関与をできる

限り縮小する。また、現行の条件不利

地域等に配慮した仕組みを踏まえた配

分とする 

・総額は、一括交付金化の対象となる補

助金・交付金等の必要額により設定す

る 

（実施手順） 

・配分に当たっては、地方公共団体の事

業計画に基づく配分と客観的指標によ

る配分を用いる。その際、継続事業や

団体間・年度間の変動に配慮する 

（基本的考え方） 

・地方の安定的な財政運営に十分配慮す

る。 

 

・配分は、国の関与をできる限り縮小す

るため、客観的指標を導入する。ま

た、現行の条件不利地域等に配慮した

仕組みを踏まえた配分とする 

 

・同左 

 

 

（実施手順） 

・配分に当たっては、自治体の事業計画

に基づく配分と客観的指標による配分

を併用し、段階的に客観的指標による

配分を拡大する。その際、継続事業や

団体間・年度間の変動が大きい市町村

に配慮する 

 

   配分・総額の考え方の第一点では「効率的・効果的な財源の活用を図る」と加筆さ

れている。使途自由といいながら蛇足であるが、うがった見方をすれば一括交付金の

総額抑制の呼び水となる一文である。 

   第二点目の配分方法について、実施手順の内容とあわせてみると、試案では国の関

与を排除する目的から客観的指標による配分を積極的に導入することを意図している

が、骨子では自治体の事業計画と客観指標による配分を採用しつつも、どちらに重点

を置くかについては明らかにしていない。試案の基本的考え方では「客観的指標を導

入する」としているのに対し、骨子ではこれが削除され「地方の事業ニーズを踏まえ

る」としていることからすれば、むしろ自治体の事業計画に基づく配分を重点とする

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～ 
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ことが推察される。そうであるならば、既存の補助金等と変わらない制度になる可能

性がある。 

 

(４) 導入のための手順 

 

大   綱 試   案 

・平成23年度から一括交付金を導入す

る。国と地方の役割分担や地方の事業

実施体制の在り方等を踏まえ、一括交

付金の制度設計について、地域主権戦

略会議を中心に関係府省と共に検討

し、予算編成過程を通じて一括交付金

化の内容を決定する 

・また、国と地方の協議の場等におい

て、地方と協議する 

・平成23年度からの一括交付金の制度設

計については、地域主権戦略会議を中

心に検討し、予算編成過程を通じて決

定する 

 

 

 

・同左 

 

   一括交付金の制度設計の手順について、骨子では戦略会議を中心に「関係府省と共

に検討し」とされており、同交付金が財政における官僚支配からの脱却というマニ

フェストの目的からかい離することを決定づけている。その意味では第二点目で国と

地方の協議の場において地方と協議すると書かれているが、同交付金に対する地方の

関与よりもむしろ国の関与が優先されている印象を受ける。先ほど述べたわずか30分

の国と地方の協議の場を想起しても「地域主権改革」に対する国の姿勢には疑問を感

じる。 

 

 

 3. 小 括 

 

 以上、マニフェストから「大綱」に至る一括交付金の検討過程とその骨子の内容をみて

きた。結論からいえば、マニフェストが目指した地方にとって使途自由な財源という姿か

らは大幅に後退しており、「地域主権」という政策スローガンとは裏腹に、既存の国庫補

助負担金を修正する小手先の見直しにとどまる可能性がある。本来、神野試案において、

原則一般財源化を目指していたはずの交付金が、なぜ、大綱では矮小化された補助金改革

になろうとしているのか。以下の３点があげられる。 

 第一に地方財政制度全体の改革議論が欠如していたことである。すなわち、一括交付金
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の導入によっていかなる地方財政の姿を目指すのか。税源移譲や地方交付税制度などのあ

り方をどうするのか。さらには地方財政法における補助金等の考え方とどのように整合性

を図るのかといった制度改革の「面」として議論や認識が共有されることなく、もっぱら

補助金改革のみの「点」として議論されたことである。その結果、既存の補助金等におけ

る一括の範囲や配分方法などの技術論に偏った。 

 第二に「大綱」の他の課題を含めて横断的に議論されなかったことである。いみじくも

地域主権担当である首相補佐官の逢坂誠二氏が指摘するように、一括交付金化は義務付け

枠付けを見直すことと表裏一体であるならば(12)、少なくとも「大綱」の検討課題の一つ

である義務付け枠付けの見直しと同交付金の関係について、議論の俎上に載せるべきで

あった。しかし、それぞれの課題は主査ごとに独立して検討され、その結果を個別に議論

するにとどまり、地方分権改革の「面」としての交付金の位置づけはあいまいなものに

なった。 

 第三に議論の体制やスケジュールの不備である。政府関係者が大半を占める「会議」で

は、諸課題の具体的な検討を専門家に委ねざるを得ない。同交付金をめぐっても会議のメ

ンバーである神野氏に委ねたわけであるが、同氏を主査に据えるだけで複数の専門家によ

るワーキンググループの体制をとらなかった。また、すでに述べたように検討のスケ

ジュールでは政府側、地方側からのヒアリングというわずか２回の検討で試案を提出する

など、地方財政全般を議論する環境にはなかった。 

 もし、神野氏に政府側の事務局がつくかたちで試案が作成されたとすれば、どこまで主

査の交付金に対する考え方が反映されたのか。しかも、大綱では試案が巧みに修正され、

結果的に省益に配慮するかたちで書き換えられていることを踏まえれば、そもそも会議自

体が政治主導といえるのか疑問である。 

 

 

 4. 一括交付金の論点 

 

 これまで一括交付金をめぐる政策過程を中心に述べ、そのなかで「大綱」における一括

交付金の神野試案からの後退がみられることを指摘した。今後、制度化にあたって各省庁

からの抵抗を受けつつ、その着地点を見いだすことになるわけだが、未だに私は「一括交

                                                                                 

(12) 「ガバナンス」2010年１月号16ページ参照 
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付金」とはいったい何であるのかという素朴な疑問をもっている。振り返ってみれば政権

交代以来、マニフェストに書かれた「一括交付金」「使途の自由な財源」といったキー

ワードを手がかりに、戦略会議を中心に補助金改革を議論してきたが、その前提となる各

種用語の定義や概念など現行の地方財政制度と照らし合わせた一括交付金の位置づけにつ

いて、認識を共有した試しはない。そこで、改めて一括交付金について地方財政の制度や

法律などから、いくつかの論点をあげてみる。 

 

(１) 一括交付金化のパターン 

―

 特定財源か、一般財源か 

   極めて基本的な問題であるが、一括交付金は特定財源と一般財源のいずれに位置づ

けられるのだろうか。 

  ◆特定財源としてのケース 

    改めて「大綱」における交付金の条件を想起すると「ひも付き補助金を廃止す

る」「各府省の枠にとらわれない」「ブロックの政策の目的の範囲で基本的に地方

が自由に使える」「事後評価などを導入する」といった点があげられる。 

    これらの条件をつなぎ合わせると「大綱」の交付金は結局は特定財源である。な

ぜならば、ひも付き補助金を廃止し、使途を自由にするという限りでは一般財源的

な印象を受けるが、ブロックの範囲で使途が限定されることや最終的に事後評価さ

らには会計検査院の検査を導入するとなれば、一定の国の関与がともなう特定財源

と見なすことができるからである(13)。 

    既存の府省横断的な補助金（地域再生基盤強化交付金や地域活性化・経済危機対

策臨時交付金など）を参考にすると、国の提示する一定の事業や政策メニューの範

囲で、地方が内閣府に複数年度の事業計画を提出し、事業内容に応じて各省に移し

替える仕組みがある。このうち、あくまで各省の補助事業を共通する分野でブロッ

ク化し、年度間や事業間を可能とするものや客観的な算定により交付限度額を決定

し、単独事業にも充当できるものもある。最終的に各府省の予算枠を前提としてお

り、ひも付き補助金の性格を完全に払拭できないが、こうした仕組みを基本に交付

                                                                                 

(13) 会計検査院が地方交付税について、2009年度より使途などについて本格的な検査を行うこと

を表明した（2009年１月１日ＮＨＫ総合放送）。こうした方針を踏まえれば、地方交付税のよ

うな一般財源でも国の関与があり、必ずしも会計検査の有無が一般財源か特定財源かのメルク

マールにはならないという指摘ができる。しかし、こうした会計検査院の方針に対し、地方財

政審議会が遺憾の意を示しており（2009年３月31日）、やはり、一般論として、使途に対する

国の関与の有無を特定財源のメルクマールとすることは妥当と思われる。 
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金の使途を弾力化する可能性は考えられる。 

  ◆一般財源としてのケース 

    一般財源の可能性は「大綱」でみる限りあまり期待できないが、あえてこのケー

スを想定する場合、補助金等を廃止し、その相当額を①一定の基準により配分する

新たな一般財源（以下「新交付金」と呼ぶ）とする②地方交付税に統合する③税源

移譲に結びつけるといったことが考えられる。 

   ● ケース① 

     補助金等を廃止して集約した独立財源として税や地方交付税とは別に創設する

としても、そもそも、財源の「根」がない新たな一般財源というものが、いかな

る根拠をもって一般財源の制度として存立しうるかという基本的な問題がある。

現行の地方財政制度における一般財源は主に地方税（市町村の税交付金含む）、

地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金である。このうち地方税を除く財源は、

国税とのリンクや具体的な経費の不足分の補てんといった総額決定の根拠をもっ

ており、税と交付税に続き第３の一般財源というのはその実態が曖昧である。 

     財源の「根」がないゆえに、その総額は同交付金を所管する府省の年々の予算

に依存する不安定な財源になるだろう。そうした一般財源が地方の裁量に委ねる

財源として有効といえるのか疑問である。 

   ● ケース② 

     「大綱」では一括交付金の配分方法の一つに、財政調整機能をもたせた客観的

な基準による方法が記述されていることから、地方交付税との類似性を指摘する

もの(14)や民主党政策INDEX2009で明記されているような一括交付金と地方交付

税の統合の主張がみられるが、これは税源移譲をともなわず、もっぱら基準財政

需要額だけを増やす極端な方法である。 

     「統合」についてはINDEX以来、政府や民主党から具体的な考え方が示され

たことはないので、ほとんど「似ている」という印象から述べられているに過ぎ

ない。統合を具体的に想定すると次のような決定的限界がある。 

     地方交付税は地方財政計画（以下「地財計画」と呼ぶ）において総額が決定さ

れることから密接な関係をもっている。この地財計画は地方の「普通会計」の歳

入歳出の見込みを積算するものであり、上下水道や地下鉄等の地方の特別会計の

                                                                                 

(14) 朝日新聞朝刊社説2010年９月26日 
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収支は除外されている。 

     これに対し、後述する地方向けの補助金等のなかには、こうした特別会計向け

のものが含まれており、これらの補助金等を単純に一括すれば、地財計画の枠か

ら外れるものが生じ、同時に地方交付税の算定対象からも外れてしまうため、地

方交付税との統合はそもそも不可能である。 

     一括交付金の有力な対象となっている社会資本整備総合交付金を例にとれば、

同交付金に含まれる下水道事業費などは地財計画から除外されており、地方交付

税の算定対象外となる。 

     もちろん普通会計から特別会計（公営事業会計）への繰り出し金については、

地財計画に計上されているため、当該事業費全体を繰り出し金とすることも考え

られるが、そうなると地方財政法第６条の公営企業の独立採算制の原則に反する

ことになる。 

     客観的配分というイメージだけで地方交付税制度との親和性を指摘することに

は慎重にならなければならない。 

   ● ケース③ 

     税源移譲の場合、三位一体改革の実績からもっとも望ましい姿である。この場

合、一括交付金は税源移譲予定交付金のような暫定措置となり、税制改正などに

ともない国税から地方税へと相当額が移譲される。この一般財源化の意味は税と

地方交付税により地方の一般財源を確保するという仕組みとなる。 

   以上のように一般財源といってもいくつかのパターンが考えられる。いずれの場合

も「大綱」に書かれているような会計検査院の検査などの国の関与は当然排除される

べきである。 

 

(２) 一括交付金の対象となる補助金等の範囲 

   「大綱」の実施手順では投資的、続いて経常的な「補助金、交付金等」、その後、

経常的な「国庫負担金」についても検討するとしている。これらの区分から、補助金

等の基本的な仕分けルールとして国の予算科目を前提としているものと想定され 
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  る(15)。 

   では、具体的にいかなる補助金等が対象となるのだろうか。まず、2010年度予算に

おける地方向けの補助金等の全体像からみてみよう。 

   資料２は全国知事会議（７月15～16日）に提出された「地方向け国庫補助金等の全

体像」である。国の一般会計および特別会計の総額で約21兆円、このうち社会保障関

係が14.8兆円と全体の約７割を占め、文教・科学振興関係が2.3兆円、公共事業関係

が3.1兆円、その他0.8兆円となる。なお、図中の負担金、補助金というのは、後述す

る地方財政法の区分とみられる。 

   主要な補助金等の名称と金額が図の中程から下に示されているが、社会保障関係で

は「負担金」が多く、文字通りとらえれば「補助金、交付金等」の対象外となるもの

が多い。文教・科学振興関連でも約７割は義務教育費国庫負担金であり、やはり経常、

                                                                                 

(15) 国の予算科目上の整理では、所管庁ごとの「款・項・目・節」の区分のうち、「目」に位置

づけられ、「補助金」「負担金」「交付金」「補給金」「助成金」「委託費」で区分されてい

る。これらの名称の法令上の規定はないが、運営上以下のように整理されている。 

  ● 補助金：特定の事務又は事業を補助するために交付する金銭をいう。経費の性質は、奨励、

助成的な給付である。 

   （例）児童保護費等補助金、幼稚園就園奨励費補助金、公営住宅建設費補助、農村総合整備

事業費補助など 

  ● 負担金：国に一定の義務もしくは責任のある事務又は事業について、義務的に負担する給付

金をいう。法律上国の負担が明定されている。 

   （例）義務教育費国庫負担金、生活保護費国庫負担金、児童保護費等負担金、介護給付費負

担金、家畜伝染病予防費負担金など 

  ● 交付金：特定の目的をもって交付する金銭を広く指す。義務負担的性格のものが多いが、な

かには助成する目的で交付する補助的なものもある。 

   （例）義務的なもの ― 国有資産所在市町村交付金、電源立地地域対策交付金など 

      義務的なもの以外 ― 次世代育成支援対策交付金、地域介護・福祉空間整備等施設整

備交付金、まちづくり交付金など 

  ● 補給金：一定の経費について不足を生ずる場合にその不足を補うために交付する金銭をいう。 

   （例）育英資金利子補給金、農業近代化資金利子補給金、電源地域工業団地造成利子補給金

（これのみ自治体向け）など 

  ● 助成金：特定の事柄に対して助成する目的で交付する金銭であり、予算に基づいて交付され

る。 

   （例）がん研究助成金、重要無形文化財保存特別助成金など 

  ● 委託費：国の事務、事業等を他の機関又は特定の者に委託して行わせる場合に、その反対給

付として支出する経費。調査又は研究試験の委託等委託契約に基づく対価的性格を

有する経費であって、助成的性格のものとは異なる。 

   （例）外国人登録事務委託費、統計調査事務地方公共団体委託費など 

  （田頭基典、加藤剛一『補助金制度』日本電算企画 参照） 
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投資をあわせた「補助金、交付金等」の交付金化の対象は公共事業関係が中心となら

ざるを得ない。 

   全国知事会が列挙した補助金等について、さらに詳細に整理したものが図表①であ

る。 

   ここでは所管府省、補助金等の項目、金額、該当する予算区分、法律補助と予算補

助の区分、地方財政法の区分という形で整理してある。 

   まず、列挙された補助金等の合計額は約18.7兆円であり、９割程度の補助金等を網

羅している。所管府省ごとの補助金等の額では厚労省、文科省、国交省が大半を占め

ており、なかでも厚労省は列挙された補助金合計額のうちの７割強を占める。 

   内訳を見ると厚労省関係のほとんどは保険、現金給付であり、一括対象となりうる

のは経常関連の補助金等では児童育成事業費補助金、地域生活支援事業費補助金、次

世代育成支援対策交付金、投資関連では水道施設整備費補助である。 

   次に文科省関連も義務的な補助金等が主体であり、同様の対象として経常関連では

私立高等学校等経常費助成費補助金、幼稚園就園奨励費補助金、投資関連では安全・

安心な学校づくり交付金があげられる。 

   国交省に関してはすべて投資関連で社会資本整備総合交付金、地域連携推進事業費

補助があげられる。 

   その他では農水省の農山漁村地域整備交付金や環境省の循環型社会形成推進交付金

などの投資関連があげられる。 

   投資関連の補助金等で留意する必要があるのは、社会資本整備総合交付金や農山漁

村地域整備交付金などにおいて離島、北海道、沖縄といった特定地域の振興、開発分

が含まれていることである。これらを含めて一括対象とするならば、代替的な財政調

整機能を加える必要があるが、一般的に考えれば一括化から除外すべきだろう。そう

なると、対象範囲はさらに狭まることになる。 

   以上を踏まえた上で、全国知事会が列挙した公共事業関連の補助金等のうち一括化

の対象となりうる額を試算すると約2.5兆円、経常補助金を含めると2.7兆円程度と推

計される。また、補助金等の総額と列挙された補助金等の合計額の差である2.3兆円

がすべて一括可能だと仮定すると、最大で約５兆円程度に上る。ただし、これらの補

助金等のなかには、「後進地域特例法適用団体補助率差額」という条件不利地域に対

する補助率引き上げ分が相当程度含まれているため、実質的にはこれを大きく下回る

金額となるだろう。 
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図表① 2010年度地方自治体向け国庫補助金等の主な項目（総額21兆円の主な内訳） 

(千円) 

予算区分 補助区分 地財区分 
所管府省 補助金等項目 金  額 

補助金 負担金 交付金 法律補助 予算補助 補助金 負担金 

後期高齢者医療給付費等負担金 2,810,266,116  ○  ○   ○ 

後期高齢者医療財政調整交付金 923,775,940   ○ ○   ○ 

国民健康保険後期高齢者医療費

支援金 
467,588,668  ○  ○   ○ 

国民健康保険後期高齢者医療費

支援金財政調整交付金 
123,773,471   ○ ○   ○ 

国民健康保険療養給付費等負担金 1,897,826,257  ○  ○   ○ 

国民健康保険財政調整交付金 527,460,567   ○ ○   ○ 

生活保護費等負担金 2,236,721,248  ○  ○   ○ 

介護給付費等負担金 1,300,810,018  ○  ○   ○ 

介護給付費財政調整交付金 365,222,407   ○ ○   ○ 

国民健康保険介護納付金負担金 213,513,189  ○  ○   ○ 

子ども手当交付金 1,599,209,054    ○   ○ 

障害者自立支援給付費負担金 588,706,340  ○  ○   ○ 

障害者医療費負担金 195,411,850  ○  ○   ○ 

児童保護費等負担金 71,024,942    ○   ○ 

児童扶養手当給付費負担金 167,655,324  ○  ○   ○ 

児童育成事業費補助金 58,450,434 ○    ○ ○  

地域生活支援事業費補助金 44,000,000 ○   ○  ○  

厚労省 

次世代育成支援対策交付金 36,100,000   ○ ○  ○  

義務教育費国庫負担金 1,593,767,000  ○  ○   ○ 

公立高等学校授業料不徴収交付金 238,677,009   ○ ○   ○ 

高等学校等就学支援金交付金 148,926,863   ○ ○   ○ 

私立高等学校等経常費助成費補

助金 
97,235,000 ○   ○  ○  

安全・安心な学校づくり交付金 78,354,000   ○ ○   ○ 

文科省 

幼稚園就園奨励費補助金 20,417,000 ○    ○ ○  

社会資本整備総合交付金 2,033,130,500   ○ ○ ○ ○ ○ 

社会資本整備総合交付金（離島

振興事業費） 
27,515,500   ○ ○ ○ ○ ○ 

国交省 

社会資本整備総合交付金（北海

道開発事業費） 
78,293,000   ○ ○ ○ ○ ○ 

内閣府 
社会資本整備総合交付金（沖縄

開発事業費） 
61,061,000   ○ ○ ○ ○ ○ 

農水省 農山漁村地域整備交付金 117,369,000   ○ ○ ○ ○ ○ 

農山漁村地域整備交付金（離島

振興事業費） 
8,576,000   ○ ○ ○ ○ ○ 

国交省 
農山漁村地域整備交付金（北海

道開発事業費） 
15,293,000   ○ ○ ○ ○ ○ 
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予算区分 補助区分 地財区分 
所管府省 補助金等項目 金  額 

補助金 負担金 交付金 法律補助 予算補助 補助金 負担金 

内閣府 
農山漁村地域整備交付金（沖縄

開発事業費） 
8,762,000   ○ ○ ○ ○ ○ 

地域連携推進事業費補助 42,968,747 ○   ○ ○  ○ 

地域連携推進事業費補助（離島

地域連携道路事業費） 
1,745,000 ○   ○   ○ 

地域連携推進事業費補助（北海

道地域連携道路事業費） 
2,396,000 ○   ○ ○  ○ 

国交省 

地域連携推進事業費補助（沖縄

地域連携道路事業費） 
6,201,000 ○   ○ ○  ○ 

地域再生基盤強化交付金 103,389,000   ○ ○    

内閣府 水道施設整備費補助（沖縄開発

事業費） 
14,560,000 ○   ○ ○ ○  

厚労省 水道施設整備費補助 46,948,180 ○   ○ ○ ○  

水道施設整備費補助（離島振興

事業費） 
2,400,000 ○   ○ ○ ○  

国交省 
水道施設整備費補助（北海道開

発事業費） 
4,094,000 ○   ○ ○ ○  

環境省 循環型社会形成推進交付金 46,813,000   ○  ○ ○  

循環型社会形成推進交付金（離

島振興事業費） 
2,357,000   ○  ○ ○  

国交省 
循環型社会形成推進交付金（北

海道開発事業費） 
1,483,000     ○ ○  

内閣府 
循環型社会形成推進交付金（沖

縄開発事業費） 
1,533,000   ○  ○ ○  

電源立地地域対策交付金（都道

府県・市町村分） 
109,745,221   ○ ○ ○ ○  

内閣府 

総務省 

財務省 交通安全対策特別交付金 75,745,658   ○ ○  ○  

内閣府

(警察庁) 
都道府県警察費補助金 30,640,193 ○   ○  ○  

総務省 
国有提供施設等所在市町村助成

交付金 
26,740,000   ○ ○  ○  

農水省 中山間地域等直接支払交付金 26,473,590   ○  ○ ○  

 合     計 18,701,125,286        

 
(Ａ)一括の対象となりうる公共

事業関連（網掛け） 
2,468,972,427        

 
(Ｂ)一括対象となりうる経常関

連（太枠） 
256,202,434        

 (Ａ)＋(Ｂ) 2,725,174,861        

 
(資料) 全国知事会提出資料に基づき、「補助金要覧」より作成 

(注) 補助区分、地財区分のそれぞれにおいて、２つとも○が記載されているのは、同一の補助金

等に両者が含まれていることを意味する。 
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   いずれにしても、21兆円という地方向けの補助金等のなかで、一括交付金対象とな

りうる金額は限定的であり、しかも社会資本整備総合交付金や地域再生基盤強化交付

金のように、すでにある一定範囲で一括化が進んでいる交付金を含めると、たとえ分

野を広げるにしても程度の違いにとどまるのではないかと推察される。 

   金額や分野を拡充するとするならば、義務教育費国庫負担金のような義務的な経費

にまで対象を広げることも考えられるが、現状では自治体の裁量の余地は限定的であ

り、一括交付金の意義を問い直す必要が生じる。 

 

(３) 補助金等の法令根拠との関係 

   補助金等には、根拠法令による「法律補助」と根拠法令をもたない「予算補助」が

ある。さらに前者では法令に補助率が明記されているものと「予算の範囲内で補助す

ることができる」といった補助率が明記されないものがある。 

   先ほどの図表①をみると一括交付金の対象になりうる項目のなかには、法律補助が

多く含まれており、なかには補助率が規定されているものも含まれる。補助金等をブ

ロックで一括し、自治体の使途を自由にするならば、法律補助の項目については法改

正が必要になる。なかでも補助率が明記されているものを見直す場合には、当該事務

事業について、国と地方の費用分担割合を解消する明確な理由が求められる。 

 

(４) 地方財政法との関係 

   補助金等を見直すにあたり、地方財政法（以下「地財法」と呼ぶ）における規定と

の関係にも留意する必要がある。 

   地財法における補助金等は「負担金」「補助金」「委託金」の区分からなり、地方

の事務に対する国と地方の負担の原則に基づいて規定されている。 

   その原則は1952年の地財法の抜本改正によるもので、従来、国と地方の負担を双方

の利害の程度を基準に規定していたものを、シャウプ勧告を受けて当時の地方財政平

衡交付金（地方交付税の前身）を前提に、地方の事務は全額地方負担とする原則に見

直された（地財法第９条）。その上で、第10条の１～４および第16条にわたる例外規

定が設けられ、第10条の１～３に該当するものを「負担金」、第16条に該当する奨励

的な補助金等を「補助金」と呼んでいる。なお、全額国負担となるものは第10条の４
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の「委託金」である(16)。 

   このうち「負担金」に該当するものは、法令に基づく事務のうち国と地方の共通利

害や計画的な公共事業の実施の必要性などから、特定の行政経費について国の負担を

求めるものである。これに該当する補助金等を一括交付金の対象とする場合、一括の

方法や財源の扱いによっては、地方財政法を抜本改正し、国が一括交付金を地方に対

して一定の基準で交付する新たな原則を規定しなければならない。同交付金を存立さ

せるには地方財政法との整合性が問われるし、同法の原則を超える交付金を創設する

ならば、それは地方財政制度の抜本的な改革をもたらすことになる。 

 

(５) 補助金の適正化法との関係 

   特定財源を前提とした一括交付金の場合、「補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律」（以下「適正化法」と呼ぶ）との関係はどうなるのか。 

   適正化法の第１条では「補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金

                                                                                 

(16) 【地方財政法】 

   （国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費) 

   第十条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であって、国と地方公

共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国

が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又

は一部を負担する。 

   （国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費） 

   第十条の二 地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従って実

施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経

費については、国が、その経費の全部又は一部を負担する。 

   （国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費） 

   第十条の三 地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務

で、地方税法又は地方交付税法によってはその財政需要に適合した財源を得ることが困難

なものを行うために要する次に掲げる経費については、国が、その経費の一部を負担する。 

   （地方公共団体が負担する義務を負わない経費） 

   第十条の四 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費につ

いては、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。 

   （補助金の交付） 

   第十六条 国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財

政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付す

ることができる。 

  ＊ 各号で列挙された行政項目は割愛した。 
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等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不

正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補

助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする」としており、補助金等の交付

にあたっての基本ルールが厳格に定められている。 

   第７条では地方自治体をはじめとする交付対象者に対し、補助金等の交付の条件と

して、以下のような関与が規定されている。 

 
 

第七条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定

める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条

件を附するものとする。 

 一 補助事業等に要する経費の配分の変更（各省各庁の長の定める軽微な変更を除

く。）をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。 

 二 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の

使用方法に関する事項 

 三 補助事業等の内容の変更（各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。）をする場合

においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。 

 四 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、各省各庁の長の承認を受ける

べきこと。 

 五 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた

場合においては、すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。 

 
 

   「大綱」に盛り込まれた一括交付金の諸条件をすべて満たすならば、特定財源のま

まで適正化法の適用除外にする必要がある。 

   同法の第27条では「他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命

令に基き交付する補助金等に関しては、政令で定めるところにより、この法律の一部

を適用しないことができる」という消極的な限界規定があり可能性はあるが、そうで

あるならば、適正化法を適用しない特定財源の法理について明らかにする必要がある。 

 

(６) 一般財源化と地方交付税 

   先述の一般財源化の①から③のケースは、地方交付税の基準財政需要額の算定から

みれば、従来の補助事業の一般財源裏負担分の算入から、単独事業の地方債充当分を
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除く一般財源充当分が算入されることになる。一方、基準財政収入額は実質的な財源

が生じるケース①とケース③にかかわるが、基準税率（留保財源を除く75％）で算入

するか100％算入かは、算定対象となる事業の普遍度や重要度などによるだろう。 

   ケース②では不交付団体が決定的な問題点である。補助金等の廃止相当額を地方交

付税の算定に単純に振り替えるとするならば、不交付団体にとっては、従来の補助金

等が廃止されるだけであり、当該団体への過剰な財政負担を招き、行政サービスに大

きな支障を来す可能性がある。もちろん、基準財政需要額が大幅に伸びることにより、

不交付団体自体が消滅する可能性があるが、それ自体、交付税制度の存在意義が問わ

れる。 

   基準財政需要額に関するケース①から③の共通課題の一つは、とりわけ自治体ごと

の事業規模の差が著しい公共事業関連の補助金等の一般財源化である。地方交付税

（普通交付税）は、単位費用で標準的な経費を算定し、自治体ごとの経費差を補正係

数で反映させる仕組みであり、構造的には普遍的な経費の算定が基本である。これま

で投資的経費の算定では、事業実施ベースを反映させる事業費補正が自治体ごとの事

業の偏差を調整してきたが、政策誘導手法として批判を浴びて、2002年度以来大幅に

縮小している。 

   こうしたなかで、既存の公共事業関連の補助金等を一般財源化するならば、その基

準財政需要額への算入のあり方について検討を要する(17)。ただし、ケース②では交

付税算定に大きな負担がかかるため、やはり税等の財源移転と併せて検討することが

適当である。 

   以上のようにみると一括交付金問題は財源保障制度と大きくかかわっており、補助

金等を一括するだけでは済まない。ましてや一括交付金を地方交付税に統合するとい

うことが、先ほどの地財計画における問題点をあわせみると、いかに制度の基本を無

視した直感的な発想であるか理解できるだろう。 

 

(７) 一括交付金の財源確保 

   ところで当該補助金等を廃止し、一般財源（新交付金や税）として満額確保するこ

とは可能だろうか。 

   この場合、ケーススタディとなるのが2004から06年度にわたり行われた三位一体改

                                                                                 

(17) 三位一体改革の施設整備費の一般財源化では、一部について補助金等の廃止額相当を特別な

地方債をもって充当し、後年度の元利償還費を100％交付税措置する方法がとられた。 
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革である。同改革は周知のように税源移譲、補助金等の見直し、地方交付税改革を一

体的に行うもので、最終的に4.7兆円の補助金等の見直しと約３兆円の税源移譲とい

う成果をあげた。改革の最終年度となる2006年度については税源移譲の経過措置とし

て、同額を所得譲与税として各自治体の税源移譲見込額に基づき配分する方法が採用

された。 

   当時の補助金等の改革を詳しくみると、税源移譲に結びつく補助金等の対象額は義

務教育費国庫負担金、国民健康保険国庫負担金、公立学校等施設整備等、合計３兆

1176億円でこれに基づく税源移譲額は３兆94億円であった。 

   ここで着目するのは補助金改革分と税源移譲額の差1082億円である。これは2003年

の基本方針（いわゆる骨太方針2003）と2005年11月30日の政府与党合意に基づき、税

源移譲対象の補助金等のうち、義務的な経常経費関連については10割、その他は８割、

施設整備費については５割を税源移譲額とするというルールにより割落とされたもの

で、補助金等の廃止額が満額税源に振り替えられているわけではない。特に施設整備

費が５割にとどまっているのは、そもそも投資的経費関連の補助金等は建設国債対象

であることから限定されたのである(18)。 

   このルールは当時の取り決めに過ぎないとはいえ、今日、公共事業関連の補助金等

を一括した財源として振り替えるならば、これと同様の議論が予想される。そうなる

と、補助金等の廃止と同額が一括した財源となる保障はない。なお、税源移譲を目指

す場合でも同様のことがいえる。 

   また、義務的なもの以外の経常経費関連の補助金等については、８割にとどめてい

ることも、一定のルールによって補助金等の廃止から財源総額への振り替えがいかよ

うにでもなることを裏付けている。その意味では、今年に入り、一部の閣僚や党関係

者が一括交付金をめぐり、関連経費の節約等により一定程度削減できるという見解を

述べていることは、政府が同様の手法をとる可能性を示唆しているとみることもでき

る。 

 

                                                                                 

(18) 当時、投資関連の補助金等の税源移譲は、地方がもっとも求めていた改革の一つであったが、

財務省が補助金等の財源に建設国債が充てられていることから、税源移譲の対象外とすべきだ

と主張し、その後の妥協策として５割を対象とすることになった。 
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 5. 特定補助金としての一括交付金制度の可能性と限界 

 

 一括交付金の制度を導入するには多くの課題があることをみてきた。 

 一般財源化については「大綱」で見る限り可能性は低いだろう。これに対し特定財源の

範囲内での改革では、どの程度のことが可能なのであろうか。先ほど触れた既存の補助金

等の制度からいくつかのケーススタディをみる。 

 

(１) 社会資本整備総合交付金【資料３】 

   2010年度予算から国交省が導入したもので、国交省所管の個別補助金を一括し、地

方自治体が策定する政策目標やそれに要する事業などを明記した社会資本整備計画

（おおむね３～５年）に基づき交付するものであり、事業費ベースを基準とした交付

金である。 

   国交省の説明資料によれば、この交付金の特徴として①従来、行ってきた関係事務

を一本化・統一化したこと、②計画の事業の範囲内で、自治体が弾力的に財源を充当

できること、③ハードだけではなく、関連するソフト分野の事業も実施できることを

あげている。 

   交付対象事業は従来の道路、治水、海岸といった事業別の補助金を分野別に①活力

創出基盤、②水の安全・安心基盤確保、③市街地整備、④地域住宅支援の４分野に統

合し、これらの分野について基幹事業、関連社会資本整備事業、効果促進事業を組み

合わせて実施することが可能となっている。 

   ただし、事業の大半を占める基幹事業というのは従来の道路、港湾、下水道、都市

公園などの総体であり、国交省の各部局の事業単位をなくしたわけではない。 

   交付金の補助率は、個別補助金ごとの補助率（国費率）を基本としており、各事業

の補助金の寄せ集めに過ぎないともいえる。また、道路、河川といった各基幹事業の

内容は要綱において詳細に規定されており、経過措置として従来の個別補助金による

継続事業を、そのまま整備計画に計上できることから、公共事業における自治体の裁

量を大きく拡大するものとはいえない。 

   なお、交付金事業の計画変更は可能であるが、一定の規模以上になると再認定が必

要となるので、一般的には当初計画にある程度事業を盛り込むことが予想される。そ

の場合、総花的な事業計画となり、ムダな事業が計上される可能性もある。一方、所
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管省としては中期的な予算確保の既成事実となるため、省益の面ではメリットがある。 

   もちろん、従来の補助金とは異なり、年度間あるいは事業間での交付金の調整が充

実したこと。事後評価中心であり交付の入り口でのハードルが比較的低いこと。自治

体の各部局の事業の集約や県と市町村が計画を集約して、国の一つの窓口に提出でき

ることなど、手続きや運用上のメリットがあることは確かである。しかし、結局は一

定の基準による事業について、国の裁量で配分を決定するものであり、一括交付金の

諸条件から問えばほど遠い仕組みである。 

   なお、新聞報道によれば、国交省は一括交付金の導入を見据えて、同総合交付金を

他省庁の所管の公共事業にも活用可能とすることを検討しているようである（８月20

日日経新聞）が、もし、現行の交付金の範囲を広げるものであるならば、せいぜい他

省との協働での中期的な予算確保の戦略の一環であり、一括交付金のベクトルとは異

なる。 

 

(２) 地域再生基盤強化交付金【資料４】 

   地域再生基盤強化交付金（以下「再生交付金」と呼ぶ）は2005年に施行された地域

再生法に基づき創設されたもので、内閣府を窓口に国交省、農水省、環境省の横断的

な補助金として、地方自治体による地域再生の自主的かつ裁量的な取り組みを支援す

る目的で交付される(19)。 

   同交付金の対象事業は道路整備（市町村道、広域農道、林道）、汚水（公共下水道、

浄化槽、農業・漁業集落排水）、港整備（港湾、漁港施設）の３分野からなり、内閣

府が関係省庁と連携して各地域の要望を調査して予算を一括計上する。交付金の配分

は各自治体が策定する「地域再生計画」（おおむね５年程度）を都道府県が市町村分

とあわせて内閣府に提出し、内閣府が事業計画を認定したのち、事業の内容に応じて

他の三省に予算を移し替えて、各省が交付の執行をする。 

   各自治体への交付額は計画期間にわたる個別事業の補助率に相当する経費を積み上

げた交付限度額と毎年の交付額である単年度交付額からなり、後者は交付限度額に対

する進捗率を乗じて、交付済み総額を控除して算出される。交付限度額の基礎が、各

事業の補助率に基づく国費の合計額であることから、これも実質的には各省補助金の

寄せ集めということができる。また、交付の執行手続きは各省ごとに行われることに

                                                                                 

(19) 2009年度の事業仕分けで廃止が決定したため、同制度は2011年度以降廃止される。 
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なるので、結局は縦割り補助金と変わらない側面がある。 

   使途については年度間の調整、および単年度交付額の交付決定額の２分の１を超え

ない範囲での他省の所管事業への流用が可能である(20)。この点では「大綱」におけ

る「省庁の枠にとらわれ」ない一括交付金の条件にかなうようにみえる。しかし、あ

くまで同一分野内（道路、汚水、港整備の単位）であること。また所管省の交付額の

増減は認められないことから、自治体の裁量には多くの制約があり、せいぜい各年度

の事業進捗の調整にとどまるものである(21)。 

 

(３) 地域活性化・経済危機対策臨時交付金【資料５】 

   地域活性化・経済危機対策臨時交付金（以下「活性化交付金」と呼ぶ）は、2009年

５月、麻生政権時代の第１次補正予算において、１兆円の予算でソフト分野の地方事

業向けに創設された臨時的な交付金である。また、これにあわせてハード分野では地

域活性化・公共投資臨時交付金（１兆3790億円）が創設された。なお、政権交代後の

第２次補正で創設された「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」も、おおむね活性化

交付金と同様の仕組みである(22)。 

   活性化交付金は、地域再生戦略および経済危機対策に関する地方予算を内閣府が一

                                                                                 

(20) （経費の配分等の軽微な変更） 

   第六条 法第七条第一項第一号又は第三号の軽微な変更は、別に定めるもののほか、別表第

一に掲げるものとする。 

    【別表（抜粋）】 

     ・社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金の交付を受けて社会資本の整備その

他の取組を行うため定められた計画をいう。）の内容の著しい変更を伴うもの以外の

変更で交付金の額に変更を生じないもの 

     ・道整備交付金 汚水処理施設整備交付金、次に掲げるもの以外の変更で交付金の額に

変更を生じないもの 

      一 道整備交付金を広域農道又は林道の整備に充当する場合で、当該充当額が当該年

度における交付額の二分の一以上のもの 

      二 汚水処理施設整備交付金を集落排水施設（農業集落排水施設及び漁業集落排水施

設に限る。）又は浄化槽の整備に充当する場合で、当該充当額が当該年度における

交付額の二分の一以上のもの 

(21) 広島県の「国の施策に関する提案書 平成21年７月」によれば、申請事務の煩雑さや対象事

業の限定性などの問題点が指摘されている。 

(22) 地域活性化・きめ細かな臨時交付金は施設の維持補修にも充当できる点が異なる。地方自治

体の公共事業が、今後、新設から維持更新へと重点を移すことが予想されるなかで補助金等の

使途の弾力化という点では評価できる。 
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括計上した上で、地方自治体が策定する「地域活性化・経済危機対策実施計画」を内

閣府が審査し、客観的な算定方式による交付限度額を上限として、実施計画に関連す

る府省の予算に移し替えて交付するものである。 

   地方の事業計画に応じて各府省に予算を振り替えて交付する点では、先ほどの再生

交付金に類似しているが、再生交付金の場合は既存の補助金等を束ねて、自治体の事

業計画に対して国費部分を交付するのに対し、活性化交付金は景気対策による追加的

な財源を、客観的な算定方法を通じて補助事業のほか、地方単独事業の地方負担分に

対して交付する点では一般財源に近い性格をもっている。なお、単独事業については

総務省所管である。 

   交付上限となる客観的な算定基準は、地方交付税の基準財政需要額（地方再生対策

費および包括算定経費（人口）を各１/２ずつ）の計算に基づいており、財政調整機

能をともなっている。 

   なお、同交付金は補助金の裏負担および単独事業の自治体負担に対する、事実上10

分の10の全額補助であり、補助事業関連で補助率が法定されている事業は対象外とな

る。 

   対象となる事業は地域再生戦略または経済危機対策にかかわる各省庁所管の事業で

あり、地域再生戦略では①地域成長力強化（農山漁村や商工等の活性化、雇用対策

等）②地域生活基盤の確保（医療、福祉、地域交通等の対策等）③低炭素社会づくり

等環境の保全（エネルギーや森林保全等の環境対策等）。経済危機対策では①緊急的

な対策 ― 底割れの回避（雇用、金融対策等）②成長戦略 ― 未来への投資（環境、

福祉、21世紀型インフラ整備）③安心と活力の実現 ― 政策総動員（地域活性化、安

全安心の確保等）といった政策メニューとなっている。 

   活性化交付金は「大綱」で描かれる一括交付金の条件に比較的近い仕組みとみるこ

とができるが、あくまでこれは１兆円という追加的な財源を配分する方法として導入

されたものであり、地方の財政運営にとって大きな変化をもたらすものではない。 

   一括交付金のように既存の補助金等を財源とする場合、特に投資的経費関連では、

各自治体が実施している既存の事業規模の差を反映することは困難であろう。 

   既存の補助金等を集約し、活性化交付金のような一定の基準で配分する手法をとる

場合、交付上限値を総額で決定する算定方法は、配分における国の関与が薄まる一方

で、総額は特定府省の予算として計上されるため、総額の根拠があいまいとなり、地

方に対する財源移転のキャップをはめることが容易になり、地方歳出を国がコント
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ロールする行革手法にすり替えられる懸念がある。 

 

 

 6. 結 語 

 

 「ひも付き補助金の一括交付金化」。この「化」というのは「形を変える」のほかに

「新しいものにする」という意味がある。「大綱」に示された一括交付金の姿が、形を変

えた補助金等の亜流にとどまるのか、それとも新たな財源となるのか、前者の可能性が高

いとはいえ、現時点では結論づけられない。いずれにしても一括交付金の姿が見えないま

ま「化」として空手形を打ち、年度末までに決済しようというのはいささか危うい話であ

る。 

 これまで検証してきたように一括交付金の問題は、いかなる方向、レベルであっても法

律、財源保障制度、各省予算枠など地方財政制度の基本的枠組みを問い直す重要な課題を

含んでおり、補助金等を集約すれば済むほど単純なものではない。真に「使途の自由な財

源」を目指すのであれば、詳細な検討が必要である。 

 ところが現時点では、国は一括にすることによる総額削減の可能性に関心を向け、一方

の地方側はこうした動きに対する懸念から、いくつかの条件と総額確保の主張に終始して

おり、制度自体の議論が一向に深まる気配がみられない。９月17日には菅首相が全閣僚に

対し、一括交付金化を指示したということであるが、やはり総額圧縮に関心が向いている

ようである(23)。 

 こうした状況のまま、来年度予算における制度導入を進めるのであれば、補助金制度の

一部の手直しで改革の体裁を整え、しかも事務経費の合理化を理由に束ねた補助金等の総

額を削減するような、国にとっては都合のよい、地方にとっては割に合わない改革になる

可能性がある。 

 地方が早急に求めることは、一括交付金を議題とした国と地方の協議の場の開催であり、

今年度中の制度設計にこだわらず、制度のあり方を時間をかけて議論することである。す

でに来年度予算の編成時期に入り、限られた時間のなかで拙速に一括交付金の体裁を整え

ようとする必要はない。その際、地方側が求める補助金等の改革の射程、たとえば既存の

補助金制度の枠内での見直しにとどめるのか、あるいは税源移譲につなげていくものにす

                                                                                 

(23) 朝日新聞朝刊2010年９月22日 
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るのかといった具体的な改革の到達点を明らかにする必要がある。なお、私は諸課題を踏

まえた上でもなお、税源移譲を改革の到達点とすべきと考える。 

 また、その改革につなげる補助金等の具体的なリストなどを積極的に示すことも必要で

ある。このまま静観を続けている限り、国の財政再建に寄与する程度の成果しか得られな

いであろう。 

 もちろん、補助金等は自治体間の利害が特に対立するものであり、協議の場へ臨む前提

となる自治体間の合意形成には困難が予想される。しかし、かつて三位一体改革で税源移

譲につながる地方側の補助金等のリストをまとめ上げた実績を想起するならば、今回も一

括交付金問題の重要性が自治体間で共有されれば必ずしも不可能なことではない。一括交

付金をきっかけに地方主導を展開する、今が絶好の機会なのではないだろうか。 

（とびた ひろし 公益財団法人地方自治総合研究所・研究員） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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【資料１－１】　神野試案
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【資料１－２】　地域主権戦略大綱
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社会保障関係
14.8

地方向け国庫補助金等の全体像　（平成22年度当初予算）

文教・科学振興
2.3

負担金
14.2

高齢者医療

4.3

・後期高齢者医療給付費等負担金 28,103億円
・後期高齢者医療財政調整交付金 9,238億円
・国民健康保険後期高齢者医療費支援金
　負担金 4,676億円
・国民健康保険後期高齢者医療費支援金
　財政調整交付金 1,238億円

・生活保護費等負担金 22,367億円

・義務教育費国庫負担金 15,938億円

・公立高等学校授業料不徴収
　交付金 2,387億円
・高等学校等就学支援金交付金 1,489億円

・電源立地地域対策交付金  　1,173億円
・交通安全対策特別交付金 757億円
・都道府県警察費補助金 306億円
・国有提供施設等所在市町村助成
　交付金 267億円
・中山間地域等直接支払交付金 265億円

・私立高等学校等経常費助成費
　補助金 972億円
・安全・安心な学校づくり交付金 784億円
・幼稚園就園奨励費補助金 204億円 ・地域再生基盤強化交付金 1,034億円

・水道施設整備費補助 680億円
・循環型社会形成推進交付金 522億円
・社会資本整備総合交付金　　　　22,000億円の内数（17,850億円）
・農山漁村地域整備交付金　　　　　1,500億円の内数（　　　351億円）

・社会資本整備総合交付金 22,000億円の内数（4,150億円）
・農山漁村地域整備交付金 1,500億円の内数（1,149億円）
・地域連携推進事業費補助　　　　　　　　　　　　　526億円

・子ども手当交付金 15,992億円

・障害者自立支援給付費負担金 5,887億円
・障害者医療費負担金 1,954億円

・児童保護費等負担金 5,057億円
・児童扶養手当給付費負担金 1,677億円

・児童育成事業費補助金 585億円
・地域生活支援事業費補助金 440億円
・次世代育成支援対策交付金 361億円

・介護給付費等負担金 13,008億円
・介護給付費財政調整交付金 3,652億円
・国民健康保険介護納付金負担金 2,135億円

※　各種資料をベースに全国知事会ＰＴ推計。

※　　　　　　　　　   内は、主な補助金等を例示。

※　端数処理の結果、各区分の積み上げと合計が一致しない箇所がある。

・国民健康保険療養給付費等負担金 18,978億円
・国民健康保険財政調整交付金 5,275億円

市町村国保

2.4

生活保護

2.2

介護保険

2.0

障害者
自立支援

0.8

高校
無償
化
0.4

児童扶養
手当等

0.7

児童手当・
子ども手当

1.7

義務教育
負担金

1.6

負担金
2.0

負担金

0.9

補助金

2.2

２１.０兆円
負担金 17.2
補助金 3.5
委託金 0.3

公共事業関係
3.1

その他
0.8

（単位：兆円）

補
助
金

補
助
金

0.6

補
助
金

0.4 0.3

委託金　　0.2 委託金　　0.02 負担金　　0.02 委託金　　0.1

国有資産所在市町村交付金　　0.04

（資料）全国知事会全国知事会議提出資料2010年7月15～16日
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【資料３】　社会資本整備総合交付金の概要
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【資料４】　地域再生基盤強化交付金の概要
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